
№ 質問箇所 質 問 事 項 回   答
1 公表資料（アスファ

ルトコンクリート混
合物　合材等材料
表）

公表されたアスファルトコンクリート混合物価格は、全て有料道路料金を含む価格
と解釈して宜しいでしょうか。

公表している単価に関することはお答えできません。

2 特記仕様書
14-1

既設舗装の種類については、すべて高機能舗装と解釈して宜しいでしょうか。 既設舗装の表層はすべて高機能舗装です。

3 特記仕様書
16

業務用プレートについて、備考欄に対象車両が記載されていますが、アスファルト
廃材の運搬及び現場管理職員の連絡車等は対象外と解釈して宜しいでしょうか。

そのとおりです。

4 特記仕様書
19-5

地下排水工について、残土の運搬処分を含むとありますが処分施設の記載がありま
せん。処分は自由処分と解釈して宜しいでしょうか。

特記仕様書14.「再生資源及び建設副産物に関する事項」
に記載している粒状路盤材とお考えください。

5 図面
59/122

サーフェースダウンW=30㎝については別途変更の対象と解釈して宜しいでしょう
か。

サーフェースダウンは単価項目に含みます。

質問書に対する回答

　件名）横浜横須賀道路　京浜管内舗装補修工事


